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 私は、耐震構造を専門としていまして、

振動台実験では、いろんな地震の実験に

かかわらせていただきました。  

建築基準法の最低基準の建物がどのよ

うな性能を持っているか、性能表示の耐

震等級2や3の25％、50％増の建物がどれ

ぐらいの性能を持っていて、極大地震に

あうと、どのような被害にあうのか、振

動台実験を通じて、耐震補強された建物

が本当に安全なのかということを示して、

一般の方に、耐震補強の重要性を理解し

ていただこうと、耐震補強した建物の振

動台実験、今日のテーマでもある、多層

階建ての木造建築が日本という地震国で、

本当に安全なのかということを確認する

ための実験や新しい構造形式の振動実験

にかかわらせていただいています。  

左は耐震補強をしていない、耐震診断

の評点が0.5というものです。木造は目

標評点が1.0です。耐震診断の評点が 0.5

ということは、半分しか性能がない。  

ＲＣ等で言えば 0.3と思っていただけれ

ばと思います。その評点 0.5の建物と、

耐震補強して、大地震に対しても倒壊を

しない1.5のレベルまでに上げていると

いうものを２つ振動台上に並べて、阪神

淡路大震災のときに観測をされた震度７

の地震動を加えて、どうなるかという実

験で、耐震性能の低い建物が倒壊をして、

耐震補強をした建物が倒壊しないという

映像を撮りました。実は、この実験、非

常に難しく、この加振をする朝まで、入

力地震動について、解析結果となかなか、

うまく合わないというか、解析をすると、

耐震補強をした建物も倒れてしまうとい

う結果が、その朝まで出ていて、このま

まやるか、入力をすこし下げて、耐震補

強した建物が倒れないようにして実験を

するかというところを議論していました。

両方倒れるならいいけど、入力を小さく

すると、耐震補強した建物が倒れて、耐

震補強しない建物が残るという、とても

困った結果で、そんな結果も入力レベル

によっては起こってしまう。その振動の

周期が合うかどうかという問題です。  

その建物が共振するか、共振しないかと

いうことで、地震波が特性のないもので

あれば、それは耐震性能が高いものは被

害が少なく、低いものは被害が大きい、

当たり前の結果が出るのですが、実地震

動でやっているものですから、それは特

性があってしまうので、たまたま耐震補

強したものと周期が合うようなことがあ

ると倒壊をしてしまう。耐震補強してい

ないほうが残ってしまうという結果にな

ってしまいました。  

このときに見学に来られていた、当時、

高知工科大学の中田愼介先生が、「よく

やった。最後、補強したほうが揺れてい

たけ ど、 あれ が 倒れ たら 切腹 だ った

な。」って言われました。この振動台実

験の映像は、長期優良住宅というので、

今、補助金等を出して、長く住み続けら

れる住宅等を普及させていく活動を、国
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を挙げておこなっていて、長期優良住宅

を推進、さらには 3階建ての木造建築と

いうのは、設計法というのがまだきちん

と定まっていない。本によって書かれ方

が違ったので、その辺の統一を図ろうと

いうので、実験をしたものです。右側の

建物が、建築基準法でいうところの保有、

非保有体接合なので、順守をしてない建

物、法律違反ということです。左側の建

物は耐力壁、耐震壁等に対して、接合部

が壊れないように設計をされている建物、

合法な建物です。左側が浮き上がったな

と思いながら、右ばっかりに注目してい

たら、大変なことになりました。こうい

う建物を普及していこうと言っていた建

物が倒壊をしてしまった。  

この原因についてはいろいろあるのです

が、この実験に見学に来られていた東大

の名誉教授の有馬孝禮先生が、「前回う

まくいったからって、毎回そんなにうま

くいくはずがないぞ。」とお叱りをうけ

ました。当時のプロジェクト責任者は

「解析制度が上がったから、大体のこと

ができる、説明がつくと思ったところに

間違いがあった。」、つまり余りにもギ

リギリを狙い過ぎていたということです。

解析の制度が上がったので、ほんのちょ

っとしか実は左の建物と右の建物って性

能の差がありません。先ほど見ていただ

いた耐震補強している建物と耐震補強し

ていない建物って、見ていただいたよう

に片方0.5で、1.5です。それが、片方が

倒れて、片方が倒れないというのは、

「我々は解析制度が上がったので、何で

もできると思って、ギリギリを狙ったと

いうところに間違いがあった。」、ここ

まではよかったけど、「最初から計画に

無理があった。」と言われてしまって、

それに対して始末書的なものを書いたの

ですが、坂本功先生が最初の実験があっ

たときに、「今回は予想どおりではなく

て、期待どおりであって、それについて

なぜ予想どおりに行かなかったかという

ことをきちんと文章として残してくださ

い。それは後世に伝わるようなものです

よ。」と言われていたので、どういう経

緯でこの実験をやって、どういう結果に

なったかということをきちんと残してお

ります。  

今日のテーマにはいりますが、クロ

ス・ラミネイティド・ティンバー、ＣＬ

Ｔという材料を日本でもどんどん普及さ

せようって言っています。  

海外では、マスティンバーという呼び方

をしますが、マスティンバーを使った建

築物というのが海外でどんどん普及して

いる状況です。20階建てを建てようとな

るとマスティンバーが使われます。  

そういうものについての海外の潮流、さ

らには日本の現状とこれからについて、

その後に、木造住宅の耐震化で、熊本地

震の被害調査からわかったこと、昨年の

4月に、2年たちましたので、きちんと調

査をしてみようということで、追跡調査
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というのをやっております。どれぐらい

の被害のあった建物が建て直しになって

いるか、あるいは補強されているか、そ

ういうような被害をどの程度にとどめて

おけば継続使用ができるのかということ

を、2年後の調査を実施した結果につい

て交えながら、これからどんな建物を建

てていくべきかというお話をさせていた

だきます。そういう意味では、今後の新

築住宅をどう耐震化していくかというと

ころにつながると思いますし、木造住宅

は余りエンジニアリングではない、大学

でも余り木造住宅の耐震を教えることが

ないです。そういう木造住宅ですが、担

い手の方にどんなふうに伝えていけばい

いのかということで、私の考えをお話さ

せていただきます。これは既存木造住宅

の耐震化にもつながるところです。  

まず、高層建築の話について、2年ぐ

らい前に、読売オンラインで日本のオフ

ィス街に木造高層ビルが立ち並ぶ日は来

るかという原稿を書きました。海外では

高層ビルが建っているという話をしまし

たが、日本ではどうだろうかということ

で注目をした方がいました。それで、読

売オンラインで取り上げようということ

で、私が記事を書くことになりました。

紙面の都合もあるので、半分ぐらいに削

られて、ちょっと舌足らずになっている

表現もありますけど、興味のある方はぜ

ひごらんいただければと思います。  

ネットで「読売オンライン 深読みチャ

ンネル ＣＬＴ 五十田」で検索すると、

ひっかかって、原稿を読めると思います。  

内容としては、これまで考えている木造

建築とこれから考えていかないといけな

い木造建築は別物で、経験とか勘とかと

いうようなもので建てようと言っている

うちは、日本のオフィス街に木造の高層

ビルが建ち並ぶ日というのは来ませんと

いうようなことを書いています。今日、

その話は後半で話をしたいと思います。  

1年ほど前になりますが、朝日新聞で、

「高層ビル 木で建てる」を教育面で取

り上げていただきました。今後、中学生、

高校生が、将来どんな職につきたいか、

あるいはどんなことをやっていきたいか

というのに対して、夢を与えるような研

究の最前線とは何だろうかというので取

り上げていただいたものです。このほか

には宇宙の話だったのですが、私の回は、

木を使った建築物、木を使って高層ビル

が建つのではないかというので、今、研

究が世界的にされていますというのが、

内容としては非常にわかりやすい形で書

かれていますので、御興味のある方は目

を通していただければと思います。  

 海外では、どんなものが建っているか

というと、10年ぐらい前、2009年にロン

ドンで、9階建ての木造のビルが建って、

「おお、すごいね」という時代でした。

そうこうしているうちに、メルボルンで

10階建てが建った。ベクシェー、ミラノ

で、日本と同じ建物が 7階建てでしたか
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ね、集合住宅が建っていくというような

話を聞きました。これはすごいなと思っ

て、日本も追いつけ、追い越せじゃない

ですが、日本でこういう建物を建てられ

る可能性ってどれぐらいあるのだろうと

思っていたところ、つい最近になって、

バンクーバーで18階建てが建ち、ノルウ

ェーで18階建てが建ち、ウィーンで24階

が建つというような状況になりました。  

これは木造です。もちろん部分的に木材

以外の構造も使われていますし、地震の

ある例えばカナダ、バンクーバーいうと

ころでは、地震に対する抵抗をする要素

は鉄筋コンクリート造だったりしますが、

鉛直荷重を支えている、あるいは床、壁

というものは木で構成されているという

ものが、つい最近になって建つようにな

りました。10年ぐらい前は10階建てで、

「すごいね」と言っていたのが、突然、

もう20階を目指す、20を超えるなんてい

うことが起こっております。計画中まで

のものを入れると、最初は10階、20階建

てぐらいで、20メートルとかそれぐらい

の建物を建てようと話をしていたのが、

どんどん高くなって、50メートル超えた

よと言っていたら、今はもう 300メート

ルの計画があって、住友林業の350メー

トルを建てようなんて言っている時代に

変わってきました。海外でも、そんなに

高い建築物をこれまで建てていたわけで

は、実はありません。ヨーロッパの地図

になりますが、この斜線、こういう右に

上がっている斜線は、 2階建てまでで、

黒くなっているところが 5階建てまでで

す。交差しているのが例えば3階、4階建

てと、1990年代の木造建築の規制の範囲

です。2000年、2010年、2020年、これは

ビジョンですが、もうほぼ、このとおり

になると予想がされています。  

もう待っているところが多いというふう

に思いますが、1990年ごろまでは、木造

建築は2階建てまでと言っていました。

日本も似たような感じだったと思います。

2000年の基準法の性能規定化の中で、そ

れまでは木造建築は 3階建て以下ですよ

というルールだったわけですが、4階建

て以上であっても耐火的な措置をすれば

木造にこだわらず建てていいというふう

に基準法が、性能規定化をされた状況だ

ったわけですけど、海外も似たようなも

ので、1990年ぐらいまでは 2階建てぐら

いが普通に建てられる木造でした。  

一方、2020年になってくると、5階建て

以上を建てられる地域がふえました。  

イギリスが2000年に向けて、6階建て、7

階建てを建てようというような、国を挙

げてのプロジェクトをやって、多層階建

ての建物を建てようというような意思表

示をして、そのプロジェクトを世界的に、

アピールを2000年ごろに私は見た記憶が

あります。スカンジナビア半島は木材を

かなり有している国で、そういう木材を

有効利用しようというような動きもあっ

て、木造化というのに踏み切っています。
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全欧でそのような雰囲気が盛り上がって、

2010年、2020年と全欧において 5階建て

以上の木造建築が建てられるというよう

な状況に今は変わってきています。  

これはカナダ、ブリティッシュコロンビ

アです、カナダは、日本が公共建築物等

木材利用促進という法律をつくっていま

すけど、それに先駆けて、ウッド・ファ

ースト・アクトというものをつくりまし

た。建築物を建てるときは、木材を最初

に考えてくださいということです。  

昔は、法律が余り厳しくなかった時代は

木造建築物の高さはかなり高くまで建て

られましたが、近代化するにしたがって、

木造建築の高さが制限されてきたという

のは日本と同じ事情を抱えています。  

4階建てまでだったのが、建物の内部の

容積が4階建てと同じであれば、6階建て

までいいよというのが2009年です。 

特別な調査研究をすると、これをクリア

することができるということで、先ほど

見ていただいたような19階建てが建てら

れるようになったし、未来はもっともっ

と、普通に建築物、木造建築物が建てら

れるようになるだろうと言われています。  

ここで見ていただいているスライドの大

半は、海外の木造研究者の方々からもら

ったスライドです。これは、イタリアの

方からもらっているスライドで、木材と

いう資源があって、それを切ってきて、

建築物に使ってリサイクルをしようと。

サーマル利用、熱利用する、熱を何かの

形で利用する、その間にまた木材を植林

していくことによって、この循環が保た

れるのではないかと、資源循環材料、

「Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ」とい

う言葉が使われるところですけど、ＳＴ

Ｇもそうですけど、「Ｓｕｓｔａｉｎａ

ｂｉｌｉｔｙ」という持続可能性という

ものを考えて、木材の利用を進めようで

はないかという話。さらには「Ｓｐｅｅ

ｄ ｏｆ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」

と言っていますが、施工期間の短さです。

向こうで建てられている木造建築はほか

の構造に比べると、コスト的にそんなに

安くはありません。安くはないのですが、

何で補っているかというと、施工期間の

短さであったりします。例えば、先ほど

見ていただいたイタリアのマンションは、

コンクリートで建てるよりも半年、ある

いは1年早く建物ができ上がるというこ

とになると、1年早く分譲、あるいはレ

ンタルができる、そうなると、建物のコ

ストが上がっても、その 1年間による収

益で十分吸収できるので、施工期間の短

さによって木造建築を選んでいるという

ような話をされます。  

Ｅｎｅｒｇｙ ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ、

エネルギー資源効率はこの話と同じです。  

あとは耐震性能が高い、一般的な木造建

築に比べて耐震性能が高い。ほかの構造、

もちろん、これまでも耐震性能高いと言

われていたわけですけど、木造は軽いの

で、比較的簡単に耐震化ができる。  
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さらに、マスティンバー、ＣＬＴってこ

こに書いてありますが、ＣＬＴのような

厚い材料を使うことによって十分な耐震

性能が確保できるということで、どんど

ん木造化を図りましょうという話をして

いるところです。なので、イタリアは

2010年までは、4階建てという制限でし

た。2010年までは黒くない地域だったわ

けですけど、そこから今はどういう状況

かというと、もう青天井です。木材を利

用して、どんどん建築物を建てるという

のは資源効率もよく、耐震、安全性も高

い、そういうことであればどんどん建て

ていこうではないかというので、特に階

数の制限というのがなくなりました。  

 これはアメリカのスライドです。森林

があって、それに対して部分的にエネル

ギー利用しようではないかと。もちろん、

全部が利用できるわけではないので、家

具に使うものであったり、建築利用する

ものであったりするものとともに、エネ

ルギー利用をこの段階でしよう。で、途

中段階でリサイクルをしよう。リサイク

ルをして使い終わったら、エネルギー利

用していこう。その間に、また植林を進

めることによって持続可能性、この間で

炭素を固定化するというような言い方を

します。ここで酸素を吸収してくれて、

森林が酸素を吸収する。燃やすとそれが

外に出ていくわけですけど、燃やさない

うちは二酸化炭素がとどまっている状態

にある。木材の中にとどまっている状態

にあるので、まちに木材の製品をふやす

ことによって、それは二酸化炭素排出を

制限しているのと同じ考え方ができるの

ではないかというので、こういう木材の

サイクルを使ってやっていきましょうと

いうので、木材を利用することによって

車の排気ガスがどれぐらい整備できるか、

こういう建築物をふやしていくことによ

って、5.7人乗りの車の1年間に出す量と

同じですよというような資料をつくって

広報する。これはイギリスですけど、似

たような話で2009年に建てられている建

物で、どれぐらいのＣＯ 2が削減できる

のかと、固定化できるのかと。外に出さ

ずに済む、外に出さずに済むということ

が削減をしているという、そういう考え

方をして、これによって外に出す量を抑

えているという話を、そういうストーリ

ーをつくっているということです。  

アメリカでは今、こんな 8階建ての建築

物が建っています。これ、オレゴンです。

オレゴン州だけが特別に、先取りをして

建てるということにしています。  

集成材の柱、はりがあって、床はＣＬＴ

という材料です。エレベーターになって

いるところは鉄骨造です。鉄骨造の周辺

を木造が取り巻いて、比較的、開放的な

空間をつくっていこうという発想です。

先ほど、見ていいただいた18階建て、こ

れはフルにカバーされています。木材は

見ることはできません。こんなふうに木

材らしく仕上げてはいますけど、これは
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全部化粧材ということになります。  

 興味のある方は後で、ネットで調べて

いただければと思います。2019年、Ｃａ

ｌｉｆｏｒｎｉａ Ｍａｓｓ Ｔｉｍｂ

ｅｒ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｃｏｍｐｅｔ

ｉｔｉｏｎ、アメリカはＩＢＣという、

州ではなくて国の法律、国が定めた法律

みたいなものがあります。モデルコード

です。それを採用するか採用しないかは、

各州に依存されています。オレゴン州は

モデルコードを採用せずに、自分たちで

高い建物、木造建築を建てていいという

ふうに、自分たちで法律を州ごとにつく

っているという話なのですが、そのイン

ターナショナル・ビルディング・コード

が変わりました。ＩＤＣが先日変わった、

投票があって、その投票で認められたの

で、2019年に変わる予定ですということ

をちょっと紹介させていただきます。  

85フィート、4から6階建て、3分の1ぐら

いにしてください、25メートルぐらいで

すが、4から6階建てだとすれば、Ｆｕｌｌ

ｙ Ｅｘｐｏｓｅｄというのは、木材を完全

に露出した状態で4から5階建てを建てて

いいですよ。ただし、ヘビーティンバー、

マスティンバーみたいなもので建ててく

ださいという話です。同じように85フィ

ートで、今度は4から9階建てです。4か

ら9階建てのＦｕｌｌ  Ｅｘｐｏｓｕｒ

ｅでいいです、つまり木材が見えた状態

でいいですよ、ただし木材の燃えしろを

確保してください。燃えても、その 2時

間燃える分の燃えしろを確保してくださ

い、マスティンバーで建ててくださいと

決まって、ヘビーティンバー等で建てて

くださいということが決まっています。

それ以外に、Ｐａｒｔｌｙ Ｅｘｐｏｓ

ｕｒｅｄ、これは、木材を構造には使っ

ているけども隠してしまえ、隠して火が

つかないようにするという構造ですが、

そういうものは9階建てから 18階建て、

先ほど見ていただいたカナダの物件です、

こんなものが法律に位置づけられて、こ

んなのを建てていいですよというふうに

法令自体がアメリカも変わり、法令とい

うかモデルコードが変わります。モデル

コードが変われば、当然のことながら、

これに倣う州が出てきて、いろんな州で

こういう建物が建てられるようになりま

した。オレゴン州はＩＢＣを、インター

ナショナル・ビルディング・コードと外

れたものをつくっていましたが、オレゴ

ン州のコードにインターナショナル・ビ

ルディング・コードが倣ったというよう

な形に今、なっています。どんどん木造

建築建てようという態度なのです。  

海外の建築物、どんなものが多いかとい

うところだけを若干紹介をします。  

先ほど、エレベーターシャフトはコンク

リートまたは鉄骨造ですよという話をし

ましたが、全部木造、木質構造で建てら

れている建物は余りないです。ちょっと、

スパンが飛んでいる、こんな大きな空間

に木材のはり掛けするというと、これは
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もう不経済だということを彼らは知って

いるので、こういうときにはもう鉄骨を

使います。木質構造で全てがつくられて

いるというよりは、木材を利用した混構

造を建てようとしているというものです。

日本では、木材を使った建築物を建てる

とになると、木材以外の鋼材を使うとい

うことが恥ずかしいことのように、とら

えがちだったわけですけが、そんなもの

ではなく、適材適所でやっていけばいい

のではないかというのが海外の姿勢です。  

木材の利用方法という観点からいうと、

割り箸を想像していただくとわかります

が、こうやったら、ぱかっと割れちゃい

ます、そういう割れる現象を何とか防い

で構造物をつくりたい、木造の研究者と

しては思うところですが、海外はそんな

ことは余りこだわらずに、柱に穴をあけ

て、そこにはりを通したというのが、ヨ

ーロッパにありますけど、木材の利用方

法として本当にこれでいいのかなという

ところは、ちょっと疑問はあります。  

そういう意味では日本のほうが進んでい

るなという感じはしますけど、適材適所

で構造物を形成しているという意味では、

海外のほうが非常に割り切った考え方を

していると思います。こういう建築物を、

どういうバックグラウンドで建てている

かという話です。資源循環材料の有効利

用、環境問題というところに立脚をして

います。2009年にイギリスで 9階建てが

建ちましたという話をしましたが、あれ

は、もともとアフォーダブルハウスとい

う建物ですが、アフォーダブルハウスと

は、低所得者向けの住宅供給です。それ

に際しては、環境のいい材料を使おうで

はないか。もともと、そのコスト度外視

というところもあったわけです。なので、

環境問題に立脚をして、さらに慈善活動

として木材を利用、逆ですね、慈善活動

をするのに資源循環材料としての木材を

使っていこうではないかという考え方で

使う。先ほど言ったように、適材適所、

木材が使える場面はたくさんあるので、

木材を使っていこうということをやって

います。最近は木材をどんどん使おうと

いう言い方をしないようです。ヨーロッ

パでは特にそうですが、レスティンバー

という言い方をします。レスは、より少

ないという意味です。1つの建物の中で、

木材を使う量をとにかく少なくしていこ

う。適材適所で木材を使う。でも木材を

使う量は、余り多くはしない。でも、木

材を使った建築物を多く建てていって、

木材全体の利用は増やす。木材は資源循

環材料としていいわけだし、大事な木材

なので有効利用しようではないか。無駄

なところには使わない、だからレスティ

ンバーだっていうような言い方をしてい

ますけど、適材適所で使おうと言ってい

ます。何でもかんでも木材でつくろうと

いう日本とは、大分状況が違うかなと思

います。先ほど言った、工期短縮、これ

はコストに関連している、あるいは軽量
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化というのがコストに関連をしています。

地盤が悪くて、基礎を改良する、地盤改

良して、基礎等も剛強なものにしなけれ

ばならない。あるいは地下に地下鉄が走

っている、そういうような状況の中で、

上に建築物を建てていこうといったとき

に、例えば鉄筋コンクリート造を建てよ

うとすると4階建てぐらいまでしか建た

ない。それに対して、木造で建てると 6

階建て、7階建て、8階建てが建てること

ができる。コンクリートの比重が2.1で、

木材の比重が 0.5ですから、比重だけ考

えていけば、重量は4分の1で済むという

ことになるわけです。そんな単純にはい

きませんが、そういうふうに重量が軽い

建物なので、地盤の条件が悪いところで

建てるということになれば優位性が出て

くるということで建てられています。  

資材のコストという意味では、木材はそ

れほど、安いから使うということにはな

っていません。なので、木材の量を減ら

す、先ほど言ったレスティンバーという

のは、コストとも実は関連をしています。

木材を有効利用しようというところで状

況としては多く使うことはいいことでは

ないと彼らは認識をしているようです。  

オーストリア、今、老人ホームがたくさ

ん建っています。木造で使われているも

のが環境にいいで、老人ホームです。  

海外でも、こんなふうに外に面して木材

を使うということをよくやります。  

こういうふうにちょっとやっぱり色が変

わってきて、これで12年ぐらいたってい

て、これぐらいの色あいの違いです。  

日本だと、このぐらいだとまだ許せるか

なという感じですが、これ以上、色が変

わってくると、なかなか受け入れがたい

と思います。なぜこんな話をするかとい

うと、ウィーンの自然環境と日本の自然

環境は大分違っています。高温多湿なの

は日本です。ウィーンは余り雨が降りま

せん。なので、このような建築物が可能

になる。海外で建てられているものがい

いからと言って、そのまま日本に持ち込

めるかというと、そんなことは決してな

いという話です。  

ノルウェーの方が先日、私の研究室にみ

えられて、日本は木材を使うには劣悪な

環境だよねっておっしゃいました。我々、

日本人がそういうのに対して、どれぐら

い認識をしているのか。彼らは高温多湿

な環境ではないのです。  

 木材が腐る、４つの要素、水と酸素と

温度と栄養素です。栄養素は木材自身の

ことなので、過乾燥してしまうと実は腐

らなくなります。非常に過乾燥して、栄

養を木材から抜いてしまうと、木材は腐

らなくなりますが、それはもう木材では

ないので、そういうことは私はやっては

いけないと思っています、強度も下がり

ます。なので、そういうことはやりませ

ん。なので、栄養素はそのまま残ります。

水と酸素と温度、この 3つのうち、どれ

かを抜いてあげると、木材は腐りません。
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例えば水の中に木材を埋めておくと腐ら

ないということが言われます。それはな

ぜか、水は供給されています、温度も供

給されます、でも酸素が供給されません。

なので、栄養素はあったとしても、 4つ

の条件がそろわないので、木材は腐りま

せん。木のくいがありますが水の下にい

てくれれば酸素が供給されないので、木

材は腐らないということになります。  

カナダで木造建築物の19階建てがあり

ますが、バンクーバーは非常に雨の多い

地域です。木造建築がたくさん建ってい

ます。高層階も建っています。木材が腐

るということはほとんど気にしていませ

ん。なぜかというと、夏は乾燥している。  

暑いときは乾燥していて、水の条件がそ

ろわない。温度はそろっている、酸素は

供給される、栄養素もある。でも、水が

供給されないので、木材が腐りません。  

冬場はどうか、雨ばっかり降っている。

水は供給されます、酸素は供給されます、

でも、毎日５度以下です。ということは、

温度の条件がそろいません。なので、木

材が腐ることはありません。日本はどう

でしょうか。夏場、暑いときに水が、雨

がたくさん降ったりします。そういうよ

うな環境だということを知った上で、日

本は木造建築を建てていかなければいけ

ないということです。  

では、日本は、これからどんな建築物

を建てていけばいいのか、あるいはどん

な使い方をしていけばいいか。  

平成25年ですので5年ほど前になります

が、林野庁の森林・林業白書で、こんな

図が出されました。非常にきれいな形で

まとめられています。木材があって、育

てて、収穫期になったら、適材適所で使

おう。学校に使う、家を建てる、家具に

する、あるいはエネルギー利用するとい

うような適材適所で使っていきましょう。

で、その間に植える、下刈り、育てると

いうことをやる。その間に酸素が供給さ

れて、二酸化炭素が吸収される。こうい

う循環を守っていくことが非常に重要で

すという話をしているところです。  

日本は非常に木材が多いと思われている

ところで、横軸を森林の面積、縦軸を 1

人当たりの森林面積にしました。森林面

積が大きくたって、人口が多ければ、 1

人当たりの森林面積が少ないということ

になると、それほど木材に関して言えば、

裕福なところではないとなるので、こん

な図をつくってみました。横軸が森林率

です、70％、国土に占める70％が森林だ

と言われますが、正確に言うと、68％ぐ

らいのところにいます。 1人当たりの森

林面積、幾つかというと、 0.2ヘクター

ルです。国内で使える、 1人当たりに大

体必要な量、どれぐらいかというと、

0.4ヘクタールと言われています。とい

うことは、実は森林面積 70％だけど、1

人当たりにすると木材が足りない国です。

それほど木材が多くはない国だったので

すが、それを一生懸命使った時期があり
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ました。戦中、あるいは戦後です。  

戦争の時期に、鉄は全て軍事用に使われ

て、木材が家を建てる、あるいは事務所

を建てる、そういうようなことに使われ

ました。それを如実に示しているのが、

1920年代から戦後までは、新興木構造と

いうので、有名建築家の方々が一生懸命、

木造建築をやっていました。戦後、前川

國男さんが新宿の紀伊國屋を建てたぐら

いまでは木造で、一生懸命建てていた時

代がありました。もう、木で建てるしか

なかった。なので、木材を一生懸命使っ

た時代です。さらにこの後、高度経済成

長が来ます。高度経済成長で、何をつく

ったか、鉄筋コンクリートの建物、集合

住宅です。鉄筋コンクリート造の集合住

宅をつくるときに何が必要かと言ったら、

型枠です。型枠に何が必要か、木材です。

どんどん木材が戦前から戦後、高度経済

成長まで使われました。そしたら、何が

起こったのか、木材がなくなりました。

森林率は高いかもしれませんが、1人当

たりの森林量はそんなに多くはないので、

国産材の自給率、戦後間もないころは

100％近かった。日本国内で、日本の木

材を使っていたという時代でした。当然、

外圧もあったわけですが、日本国内の木

材が枯渇をしたので、輸入しようという

ことで自給率がどんどん下がってきてい

ます。このように下がってきていて、今

は30％ぐらいの自給率です。つまり輸入

が70％、30％は日本国産材を使っている

ということです。木材の供給量としては、

どれぐらい出ていたかというと、30年代

で、これぐらいだったのが、どんどん供

給量は増えていきました。つまりは外材

がないと家は建てられないし、ほかの木

材を使って、何もできない。先ほど見て

いただいた数字が物語っているところで

す。この辺は、やっぱり余っている、オ

ーストラリアだったり、カナダだったり、

ロシアだったり、スウェーデン、フィン

ランド、ニュージーランドは、森林率は

そんなに高くないですけども、1人当た

りの森林の量はそれほど少なくはない、

本来は日本という国はどうかというと、

木材資源が足りない国です。自給率は

50％ぐらい、ただ現在は30％です。 

何が起こっているのかというと、木材の

年齢分布です。こっちが若い年齢、こっ

ちが年寄りの年齢です。よく木材をその

まま放っておくと、このピークがこちら

側に来てくれると思って、大きな木材が

たくさん増えてと思われるかもしれませ

んが、残念ながら、そんなことありませ

ん。やっぱり、木材も寿命みたいなもの

があって、大きな木材がそこかしこに育

つということはないです。やっぱり大き

な木材を育てようとすると、隣にある中

くらいの木材が淘汰されていくというよ

うなことが起こってきます。この山が10

年後に同じように、これは人工林の面積

ですけど、これが同じように齢級別の面

積ですが、同じように蓄積量としてある
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かと言ったら、こんなことにはなりませ

ん。こちら側がお年寄りですが、お年寄

りになると少なくなるという状況になり

ます。なので、今、使えるのが6齢級、5

年で、掛ける5だと思ってください。30

年、このぐらいから使えます。今、使え

るのがこのぐらい。使い切りたいのが、

このぐらいです。もちろん、太くしたい

なとかあるかもしれませんが、使い切り

たいのがこの辺です。なので、使える木

材が非常にたくさんあるのが日本です。

でも、もう自給率30％だと思っているの

で、なかなか増えてこないというような

話があります。林野庁は何をやっている

か、10年後の木材自給率を50％以上に上

げようではないかというような施策を思

っているわけです。  

これは国土交通省から出ている資料にな

りますが、緑色で書かれている部分が今、

建てられている木造の床面積です。黄色

になっている部分が、今建てられている

非木造の床面積になります。これは着工

の床面積ということになります。2階建

てぐらいまでは木造建築、たくさん建て

られているわけです。  

非住宅になると、 2階建てまでも、やは

り鉄筋コンクリート造、鉄骨造、非木造

というところに多くが、そういうもので

建てられているのが多くなっています。

木材、今、非常に余っている状況なので、

多層階建て増やしていこう。さらには、

非住宅部分も増やし、木材に使える部分

を増やしていこう、これは国としての施

策です。もう、待ったなしだって言われ

ています。私が木材をこんなふうに使っ

たらいいのではないか、適材適所で使う

のが大事ですという話を講演しますが、

すると、たびたび、これは国の施策なの

で適材適所と言っている場合じゃなくて

使う、そんな指導を受けることもあるぐ

らいです。大きな木造建築物建てると、

いろんなことがやっぱり、問題になって

きます。  

防耐火の規制が大きく変わってきます。  

担い手がいないという話があります。  

木造建築建てという話になって、構造設

計しようと言っても、構造設計できると

いう方が中層大規模ではいないというよ

うな話があります。新しい材料、ＣＬＴ

だとかＬＶＬだとか、もう、こういう材

料が基準強度を持っていないと使えない

というのが日本の事例です。もちろん時

刻歴応答解析という難しい方法、手間の

かかることをすればつくれるのですが、

一般化するという意味で言うと、こうい

うものがきちんと基準強度を与えられる

ということが必要になってきます。発注

体制というのもあります。木材で建てた

い、あるいはホールを木質化したい、木

材で覆っていきたいと言ったときに、木

材、手に入りますかと言うと、1年待ち

です、今、木材はそんなにありませんと

言われたりします。  

先ほど4つの要素があるという話をしま
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したが、その4つの要素をどのように防

げばいいか、外面的にはわかっています。

でも、実際に使う段になって、どういう

ふうに防げばいいか。万が一、見えない

ところで腐っていたらどうするかという

ことまで考えて、きちんと木材というも

のの長期耐久性能を計画できるというよ

うな書物が、できていなかったりします。

そういうような情報提供の不足、遮音の

問題、いろんなことが木材を使おうと言

ったときには解決をしなければならない

という問題として出てきます。  

1990年代ごろには、木造建築は華々しく

建てられていました。言い方を悪く言え

ばブームでした。ブームというのは終わ

ります、外国から集成材という新しい材

料が入ってきて、その集成材で大空間の

建築、木の空間、空間というのがキーワ

ードになって、大きな屋根のかかった建

築、木でかかった建築物を建てようと言

っていた時代です。しかし、2000年ごろ

からこういう建築物はなくなりました。  

大空間ものから今は、多層階建てに向か

おうという話をしているところですが、

耐火規定、どんどん変わっています。  

木造でも耐火建築物の建設が可能、耐火

建築物にしなさいというような要件はあ

りますが、耐火建築物であれば4階建て

以上も建てられるとなっています。  

2015年には、3階建ての木造の準耐火が

可能になります。この 6月に、法律が変

わってくるかと思います。その間に、

2000年ごろから現在まで考えると、プロ

ジェクトがいろんなことが行われていま

す。公共建築物等における木材の利用の

促進に関する法律というのがあります。

大空間を建てたのものが、今度は多層階

建てにどんどん向かっているという状態

です。将来、どうなるか、どうしたいか

という話をしようということです。  

2000年ぐらいには、こういう耐火部材を

使った建築物が5階建て以上、4階建て以

上で建てられるようになっています。  

余り、目にされたという方は多くはない

かもしれません。我々は、こういう建築

物があるところを探し回って、写真を撮

ったり、見てきたりはしていますけど、

それほど一般化しているかというと、ま

あ、難しいところはあるかなというとこ

ろです。ショッピングセンターみたいな

ものも、木を使った耐火部材によって建

てられています。耐火部材っていうと、

どんな部材か一例を示しますが、こんな

木を、鉄を木で覆ったような材料ですが、

木材で覆われていて、耐火実験をして、

鉛直荷重が加えられていて、火が消えて

いる、1時間、耐火部材であれば火が消

えているということが条件になります。

そういう部材を使って、こんな木が見え

るような状態の建築物が建てられました。

この中には、実は鉄が入っています。  

木材の構造は木ですが、火事があったと

きの主たる構造要素は鉄ということにな

ります。一方で、こういう木が見えるも
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のにカバーをしてしまえというので、こ

れが大分普及をしています。枠組み壁工

法、いわゆる2×4の建築物で、耐火被覆

をして石こうボードを張るということで

すが、石こうボードを張って、4階建て

だったり、耐火地域、防火地域の2階建

てだったり、そういうような建築物が実

は数多く建てられてきています。2×4は

今、6階建て、7階建てを建てようという

ことで、こういうような 2時間の耐火部

材、2×6のスタッドですが、 124ミリの

部材に対して、これだけの石こうボード

が張られる。なかなか壁厚が厚くなるの

で、200ぐらい壁厚になると、これはコ

ンクリートのほうがいいかなと思ったり

しますが、こんな厚くはなるけども、中

が木造、木材を利用した建築物というこ

とで、2×2が2000年以降建てられるよう

になってきています。今、話題のＣＬＴ

という材料です。これまではそういう材

料ではなくて、高層建築物、中層建築物

を建てようというので、海外で使われて

いるマスティンバーの代表的なものがこ

のクロス・ラミネイティド・ティンバー

という材料になります。今までは、木材、

こういう平行方向にあったものを単に重

ねていただけ、横につなげていって、板

をつくるということをしていたわけです

が、この板を互い違いにしながらつくっ

ていこうという話です。こういう互い違

いにすると、どういういいことがあるか。

大きな板がつくれる。日本では、大きな

板をつくることはできますが、残念なが

ら運べないので、難しいところもありま

す。2.4メートル幅ぐらいがちょうどい

いのではないかと話がされているところ

です。大きな板がつくれるというのが 1

つ目のメリットです。  

2つ目のメリットは低質な木材を有効利

用できるということです。スギはそんな

に強い材料ではありません。そのスギを

使うというのを、先ほど見ていただいた

図で言うと、この真ん中です、床に使う

のであれば、この真ん中。真ん中は、余

り材料は必要ではないです。Ｈ型鋼を見

れば、あんなに薄くていいわけですから、

真ん中はそんなに重要な材料ではない。

せん断力を伝達しなければいけないです

が、真ん中はそういう低質な材料を使え

ばいいではないかというので、低質な材

料を使うという話です。ただ、コストが

それで安くなるわけではありません。  

集成パネル、厚さのある、それなりに

140という材料を横に重ねていけばいい

と言いますが、実は互い違いにすると異

方性が少なくなって、割裂が防止されて、

さっき、こう木材が、ぱかっと割れると

いう話をしましたが、そういうような割

れがなくなって、寸法安定性が出てくる

というようなメリットがあります。  

繊維平行方向と直行方向が半分なのは、

私は構造的には短所だと思っています。  

これは余りいい話ではありません。  

容積のある木材は燃えるのが遅い。  
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マッチ棒みたいなやつに火をつけようと

したら、簡単に火がつきますが、これが

どんどん厚くなっていって、このテーブ

ルに火をつけようと思って、一生懸命こ

こでライターをつけたって、このテーブ

ルを燃やすことはかなり難しいと思いま

す。厚い木材になると、燃えるのがどん

どん遅くなってくるので、そういうよう

なことを利用して、高層階建てを建てる

というのが海外の考え方です。  

とにかく木材なので、環境が悪ければ腐

るし、割れるというようなことが起こっ

てしまいます。  

こういうようなＣＬＴという材料を利用

して、関西で、近場でということになる

と、5階建ての奈良県奈良市にある、福

祉ビルを上げさせていただきます。これ、

桁行は壁がたくさん入るので、ＣＬＴ構

造でなくても、ほかの構造でも、十分で

きます。ところがこちら側、はりの方向

は壁、ほとんど入っていません。今まで

考えている木材の耐力壁の強度の何倍、

10倍とか20倍とか、それぐらいの強度、

強さを持った材料としてというか壁とし

て構成がされています。なので、これが

でき上がったのだと、私は思っています。

1つのいい例だと思っています。  

多層階建て、高い木造建築という意味で

は、下の階が鉄筋コンクリート造で、 4

階から6階建てが軸組み工法で、その中

にＣＬＴが使われているというものにな

ります。ＣＬＴの使い方として、これが

いいかどうかというのはちょっと議論の

あるところだと思います。  

ＣＬＴに関しては、平成 28年4月に告示

ができました。正確にいうと3月31日と4

月1日です。その後にＣＬＴを用いた建

築の設計施工マニュアルというのができ

ました。これは平成25年につくったＣＬ

Ｔ普及に向けたロードマップというので、

林野庁と国土交通省が協力をしてつくっ

たものですけど、基礎的なデータをつく

って、ここで告示をつくると言っていて、

これが大命題になって、この辺で一生懸

命頑張ってつくったというものです。  

やっとここまでできるようになっていて、

まだまだＣＬＴができることがたくさん

あって、海外の事例に学ぶところも多い

ので、ＣＬＴの設計施工マニュアルだけ

を見る、あるいは物件だけを見るといい

ものもできていますが、玉石混交です。

いいものも悪いものも、いろんなものが

あります。これをＣＬＴで建てる意味は

ないよねという建物もあったりします。

そんな状況にあるというのが現状なので、

まだまだできる、あれを見て、ＣＬＴの

可能性がないなっていう見切りをつける

のは時期尚早でないかと思っています。  

この当時つくっている告示、壁倍率 5倍

ぐらいの壁ばかりで建物をつくるような

印象なので、これ、普通にＣＬＴ設計施

行マニュアルのルート 1を使った壁でで

きます。そういう建物です。そういう建

物、全然おもしろくないです。  
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ＣＬＴのよさを十分に生かせるところは

やっぱりある。そういう使い方をできる

ように、見直して、 2倍ぐらいの性能に

なるように調整をしているところですが、

最終的にはどうなるかはわかりません。  

振動実験、ＣＬＴでつくられた建築物の

5階建ての実験です。壁の量としては、

普通に建てられている建物の2倍ぐらい

の壁の量が入っていると、私は思ってい

ます。それに対して、ＪＭＡ神戸海洋気

象台は、震度6強の地震の地震動を加え

て、どんな挙動をするかというのを見よ

うという実験です。何か木材が飛びまし

た、あとは浮き上がっているのがわかる

かと思います。やっぱり木材って、軽い

です。もちろん、縦横比、アスペクト比

にも影響がされるので、全ての建物が浮

き上がるような構造が起こるかというと、

そういうわけではないですけど、もとも

とそれほど重くない材料で、こんなふう

に浮き上がってしまいます。何が起こっ

たかというと、ＣＬＴが外にはみ出しま

した。木材が飛んだところで、平行方向

があって、直行方向があって、平行方向

があるＣＬＴです。直行方向はほとんど

力を負担しません、平行方向だけが負担

します。この厚みに対して、5分の3が平

行、5分の5が直行です。つまり60％は平

行しているけど、5分の2、40％は平行し

ていない材料です。なので、鉛直荷重を

負担するということを考えたら、こいつ

は余り得策ではないです。  

海外は集成材を使います。繊維平行方向

の集成材を使って、軸力を負担しようと

いうことを考えます。軸力を負担して、

直角方向が入るのが嫌なので、このよう

に軸力が直接つながるように柱が、若干

立った形で、床に立った形で柱がつなが

っていくような構造をつくります。  

床がこれしか乗っていないというのは非

常に危ないなって思いますけど、木材は

繊維直角方向に弱いので、軸力負担には

使わないというのが彼らの考え方です。  

これは18階建ての建物の内部ですが、や

っぱり集成材の柱が立っていて、集成材

の柱によって軸力負担します。軸力負担

しているところをみると、柱があって、

鉄があって、柱でつながります。これは

床を貫通します。床を貫通しているとこ

ろは鉄です。このように鉄を使っていき

ます。こんなディテールです。鉄が合わ

さって、床を押しのける形で木材の柱同

士がつながっている形になっています。  

アメリカは今、プロジェクトをやってい

て、2020年に10階建ての振動台実験をや

るというプロジェクトです。サンディエ

ゴは幸いなことにほとんど雨の降らない

地域で、そこに外の振動台があります。

外の振動台で、こんな建物を今は2階、

昨年、準備研究として 2階建てをやった

のですが、来年には10階建てにして、こ

こで振動台実験をします。振動台実験の

後に、火災の実験をやる予定でした。  

仕上げをしておいて、振動実験をやって、
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それを、ここに置いておくか、横にずら

すかというところが議論になったのです

が、その後に地震後の火災を想定して火

をつけようという計画でしたが、木材普

及をしている団体が、火災で木材が燃え

るのは見せてはいけないという話でなく

なりました。そういうことは、きちんと

確認しておきたいなって、私は思います

が、アメリカでもそんなことが起こるの

だなと思いました。この構造の特徴は何

かと言うと、ここに柱があります、集成

材です。地震力を負担しているのはＣＬ

Ｔですが、このＣＬＴは鉛直荷重を負担

していません。鉛直荷重を負担しないＣ

ＬＴです。平行方向と直行方向と平行方

向と直行方向が組み合わさっている材料

なので、木材のどちらかの軸力に対して

考えると、それは物すごく不利になって

います。半分ぐらいしか使えないという

ことです。それを有効に使おうと思うと、

せん断耐力は落ちません。平行、直行を

まぜて接着をしたとしても落ちない。せ

ん断力として木はすぐれていて、コンク

リートぐらいあるので、それぐらいのせ

ん断力を使って、壁として使おうという

話です。日本でも壁として使おうという

ので、軸組み工法とＣＬＴとまぜて、こ

んな構造になるのではないかと、日本で

も検討をしているところです。せん断力

を有効利用しようっていう話になると、

1つ目に思い浮かぶのは鉄筋コンクリー

ト造、鉄骨造と組み合せという話です。

鉄筋コンクリート造の中に、ＣＬＴの壁

を入れて、実験をさせていただいたので

すが、こういうふうにＣＬＴの壁を入れ

て、つくれて、それほど時間もかからず

耐震補強ができます。今度は新築でもこ

ういうものをつくるという話を聞いてお

ります。ポートランドで見た建物ですが、

鉄骨造の5階建てです。これ床は 2×4で

す、軽いので2×4の床で、このまま仕上

げはしない。スプリンクラーをつけてい

れば、5階建ての建築物ぐらいであれば

問題なしということなので、スプリンク

ラーをつけてやっています。こういうの

を木で置きかえてしまって、建築物がで

きないかなと思っていたら、そんなのも

最近は大分できるようになってきていま

す。そんなふうに、いろいろ耐火の法令

が変わってきますが、このような実験を

繰り返して、1年以内施行で、中層建築

物における木材利用の促進ということで、

中層建築物の柱、はりに、全てについて

耐火構造とすることが必要だったのです

が、それを改訂しょうとなりました。  

今までは、全て柱、壁とか柱等は、こん

な被覆をするか、あるいは鉄、コンクリ

ートを入れるかみたいな耐火被覆をする

ような構造だった。これについて建築物

全体の性能を総合的に評価することに耐

火構造以外を可能にするということです。

4階建て以上であっても、こういう木材

を多く使う、消火活動の、消化措置の円

滑化をしていくことによって、木材をあ



－18－ 

らわしにして、使えるようにしましょう

ということです。中層建築物において、

あらわしの実現をしましょう。建築物全

体の性能を総合的に評価するとは何かと

いう話ですが、通常より厚い木材による

壁、柱等を使う、プラス消化措置。これ

まで消化措置で、日本での耐火構造と言

いますか、耐火的な構造の面積をふやす

という形で使われたことはなかったです

が、消防庁との協力により実現しました。  

改正法の中では、高さ16メートルを超え

る4階建て以上について、建物の性能を

総合的に判断して、木造を使っていいと

いうように変わってきます。今まで、木

が見えるというと準耐火だったわけです

が、これから、準耐火のようなものも、

4階建て以上でどんどん増えてくるとい

うことが起こります。ただ、ちょっと懸

念していることがあって、木が見えない

としたら、これまでにないものとして、

しないと受け入れられないなというと、

せっかく木造でつくるのだから、こんな

ふうに木が見えるような華々しいものを

つくりたいとかになる。そうすると、コ

ストが高くなって、木造でつくると高く

なるよねという、今、そういう時代にな

っています。補助金をもらっている建物

もそうですが、何らかの技術的な進歩が

なければいけない、あるいは何らかの見

せ場的なものがないといけないって言っ

て、もう木が見えたとしても、これまで

にないものを、みんなでつくろうとなっ

て、コスト高の原因になっていると思い

ます。これからは、木材を生かして、普

及的につくれるものを使って、一般流通

するようなものをつくっていかないと考

えているところです。  

新しい木質材料を活用した混構造建築物

の設計・施工技術の開発を、平成29年度

から開始をされて、平成33年度までで、

まだ残り2年半、3年ぐらいあります。  

鉄筋コンクリート造のスーパーストラク

チャーをつくっておいて、その中に木造

を入れ込みしていくという構造です。  

1つのところで火災が発生したら、この

範囲内でしか燃えません。ここで火災が

発生したら、この範囲内でしか燃えませ

ん。この範囲、外には出ないように、当

然、外壁部分は耐火になると思いますが、

外に出ないようにして、中は木造で、自

由につくれるということです。  

この建物、8階建てだったと思いますが、

例えば1階、2階の床は木でつくる、 3階

の床はコンクリートでつくる、 4階の床

は木でつくる、5階の床はコンクリート

でつくるというように、 1層おきに木の

床とコンクリートの床をつくって、不幸

にも火災が発生したとしたら、逃げる時

間はもちろん、木材が厚くなっているこ

とによって十分逃げる時間は確保できる。

建物が倒壊するかしないかというのは、

大きな耐火構造ができているので、その

大きな耐火構造によって建物は倒壊しな

いようにする。そんな構造物がつくれる
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ような法整備をしようというので、法整

備が今、されている段階です。  

4階建て以上の準耐火構造物がこれから

建てられるようになり、法律がどんどん

変わっていきます。ある意味、法律が変

わっても、木材がまだまだ普及をしない、

使用の用途がふえていかないということ

になると、補助金もたくさん使っている

わけですし、これでも普及しないという

ことになったら、もう未来永劫、木材を

使うことはないのではと思いますが、ど

んどん使っていくことを期待していると

ころです。  

先日竣工した、兵庫の林業会館という建

物です。ものは鉄骨造です、鉄骨造の中

にＣＬＴの壁がこんなふうに入っている

ものになります。鉛直荷重を負担しなけ

れば、法令上は耐火被覆の必要はありま

せん。鉛直荷重を負担することになると、

当然、耐火被覆の必要があります。ただ

し、構造的につなごうとすると、鉄骨の

部材からＣＬＴの部材に鉄板が伸びてく

ることになります。その鉄板の部材によ

って、鉄骨のほうに有害な熱の流入がな

いということが条件になります。その条

件をきちっと満たすような構造を防火的

な措置、耐火被覆をしなければいけない

ですが、そういう耐火被覆をすれば、こ

ういう建築物が実現をします。こういう

ものをもっと普及させよう、こちら、宮

崎県の防災拠点庁舎もこんな形で、鉄骨

造とＣＬＴの組み合わせになっています。  

どんどん普及させようとして、林野庁と

ともに実験をしていて、これから、設計

法と整備をして、世の中に出す予定です。

こういう建物が普通に設計できる環境整

備を頑張ってやっているところです。  

床についてもやっていて、これは福岡大

学の稲田先生が、鉄骨の構造物の床にＣ

ＬＴを使おうというものです。今は残念

ながら、耐火被覆をしなければいけませ

ん。ですが、封じ込めの検討が進めば、

木のこんな床が鉄骨造の中で実現をする

かと思います。  

日本の耐火構造、今までは4階建て以上

は、構造材として木材を使った、構造は

多構造にして、木材を外に、壁としては

使えないですけど、適材適所として使う

ということになったのですが、ちょっと

状況が今後は変わってきます。技術をも

って、規制緩和が行われていくので、今

後は大きく変わってくる。2009年竣工し

た9階建てのイギリスのＣＬＴの建物で

す。日本は公にＣＬＴ構造物で建てたと

言える建物は 2014年なりますが、5年前

の3階建てになります。それから、 2016

年に告示ができました。今は2019年です、

2009年に建ったころからヨーロッパでは、

今は20階建てぐらいに移行している。  

日本もこれからやっとです、5年ぐらい

たって、これから出てくるかと思います。     

ここから、木造住宅、地震被害、ある

いは木造の設計についての話になります。  

2016年４月14日、16日と熊本、益城町を
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中心にして、震度7の地震動が2回発生を

し、木造住宅が多くの被害を受けたとこ

ろは、皆さんも御存じのところだと思い

ますが、日本建築学会と国土交通省が協

力をして、益城町の中心部の建物の全数

調査をやっています。倒壊をしている建

物、半壊をしている、あるいは一部損壊、

大破、中破と、外観調査で、どの地域で

倒壊が多いか、どの地域で大きな被害を

受けているかというのをグラフにしまし

た。この1個1個が100メートル×100メー

トルの1ヘクタール、いわゆる1ヘクター

ルになっています。倒壊率ゼロのところ

が緑色、黒っぽいところが倒壊率 75％以

上になります。木造住宅が8割、9割を占

めている地域でしたので、倒壊をしてい

る建物は大半が木造ということになりま

す。場所によってはもう、 100メートル

×200メートルぐらいの地域で、ほぼ全

数が倒壊をしてしまうというような被害

も見られました。この黒いところだけを

数えると、 100ヘクタールぐらいです。

兵庫県南部地震のときの東灘区が 100ヘ

クタールぐらいかと思いますが、たまた

ま、偶然なのかもしれませんが、非常に

大きな被害を受ける地域というのは、あ

る特定のところに固まるのかというよう

なことを、この地図を書いて思いました。  

年代ごとに被害の状況を見ていくと、

1981年以前、770棟あったのが、そのう

ちの約3割が倒壊をしていました。これ

は以前から耐震補強の必要性があると言

われている建物になります。1981年から

2000年までの間は、それから 3分の1ぐら

いに被害が減っていますけども、でも、

やっぱり9％の建物、75棟が倒壊をして

しまいました。ほかの構造ですと、 1981

年以降の建物については、耐震補強等は

義務化をされていないですし、耐震診断

の必要性もないかと思うのですが、木造

はちょっと別です。というようなことも

あって、今、新耐震木造住宅検証法、

1981年以降から2000年までの建物につい

て、この建物に耐震診断が必要なのかど

うかというのを容易に見つけるという方

法を、お施主さんでもできるような工法

として提案しているものがあります。  

2000年以降、現行基準ですが、残念なこ

とに7棟が倒壊をしました。この7棟がそ

の基準法改正に当たるかどうかというと

ころは微妙ですけど、本来であれば2000

年以降の建物は倒壊ゼロということにな

るのですが、残念ながら7棟です。7棟の

うち、3棟が、2000年基準を満足してい

ませんでした。法律違反です。もう 4棟

ありますが、そのうち 1棟は接合部の設

計がちょっと不十分だったというものが

ありました。基準法は守っているけども、

基準法上、こんなことまでは想定してい

ない。外壁が重くて、これも基準法上、

壁量計算の中では想定していないよとい

うので倒れたのが 1棟ありました。地盤

が崩壊をしてしまって、一緒に建物が倒

壊したというのが7棟のうちの1棟ありま
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した。今は、地盤の調査、木造住宅等で

もやることが多くなってきていますので、

そのような被害は、地盤のほうですが、

繰り返されないかと思っています。  

最後の1棟は原因がわかっていません。

十分に性能というか、現行基準を守られ

て、それなりの性能があると思っていま

すが、倒壊をしてしまっています。地震

動が大きかったということだと思います

が、1棟だからいいという話ではありま

せんが、それが数等、十数棟ということ

になればちょっと現行基準が変わってい

ったのではないかと思いますが、今のと

ころ現行基準は妥当であるという判断が

されています。少しまとめると、木造は

大地震時の倒壊は極めて高いので、1981

年以前は、もう診断しなくてもいいので、

補強はしてくださいと言っています。  

私がこれまで耐震診断をした中で、1981

年以前の建物でオーケーになった建物は

残念ながらありません。1981年から2000

年は、耐震診断で見つけてというのが大

変かもしれませんが、2000年以降は、お

おむね安心だと思うけど、危ないものも

ある。継続使用するのは、余裕のある設

計が必要だという話ですけど、目指して

いるのは、全壊はするけど倒壊はしない

という、このレベルでしか目指していま

せん。なので、大きな地震が発生して、

先ほど見ていただいた、この地域に建物

があると、残念ながら非常に大きな被害

を受けてしまいます、新築であっても。

逆に、ここから離れた地域になると、

1981年以前の建物であっても安全、ほぼ

被害がないという答えが出てきます。  

ただ、これは非常に微妙なところです。

ある先生が、道路があって、幹線道路が

幾つかあって、この道路は10年に1回し

か、ダンプカーは通りません。この道路

は5年に1回です。この道路は毎日通りま

す。どこだったら、道路の上に寝られま

すか、10年に1回のところだったら、そ

こで寝て生活ができますかという話です。

10年に1度とはいえ、いつ来るかわから

ないので、怖くて、生活ができません。

だから当然、地震の被害というのは、古

くたって、こんなに安全な地域があるの

だから、ここに当てればいいだけと言っ

ているけど、それは10年か100年かに1回

しか車が通らない道に寝ているようなも

のなのだから、そんなところで安心して

寝られるはずがないので、耐震補強しま

しょうというような話をされていて、う

まいこと言うものだなと思いました。基

準法で担保されているのは、やはり倒壊

した建物の下敷きになって死亡しないと

いうだけで、建てかえが多くなるという

話です。  

なぜ、熊本地震の復旧調査をするに至っ

たかというと、グラフを見ると青いとこ

ろが多いです。外観上の被害は軽微だっ

たり、中破だったり、小破だったりとい

うものが大半を占めています。一方で、

被災地に行くと、非常に多くの建物が建
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てかえられている、これは何が起こって

いるのだろう。予想よりも多くの建物が

建てかわっている。さらになぜか平屋が

多い。その原因は今のところ、わかって

いませんが、非常に多くの建物が建てか

わっているので、どれぐらいの被害に抑

えれば、建てかえをせずに済むような住

宅ができるのかということです。  

覚えておいてほしいのが、Ｄ-ゼロとい

うのが被害です、これ、外観上ですＤ-1、

Ｄ-2が一部損壊です、Ｄ-3が半壊、Ｄ-4

が全壊です。Ｄ-5、Ｄ-6が倒壊をしてい

る建物です。これについて、更地になっ

ているか、建てかえになっているか、補

修になっているか、無補修になっている

かというのを、これも外観上から調査を

いたしました。Ｄ-6、Ｄ-5は倒壊をして

いる建物なので、もちろん更地になった

り、建てかえたりしています。倒壊をし

て、補修されているものもありましたが、

部分的に何か使われているようです。  

こちらは余り問題ではなくて、問題はこ

の辺りＤ-2です。Ｄ-2というレベル、一

部損壊ですが、Ｄ-2であっても半分が更

地になるか、半分が建てかえられてしま

う。ということは、このレベル以下に被

害を抑えないことには、継続使用は難し

いということです。耐震補強ではなかな

か難しいと思いますが、新築住宅だった

ら、それが可能ですという話をしたいと

思います。木造住宅だからできることだ

と思っています。  

これはもう建てかえ時期に来ている住宅

で、今まで40年、50年住んでいて、一部

損壊の被害を直すよりは、新しく建てか

えたほうがいいのではというような話が

あって、そういう意向が働いて、建てか

えられているのではないかというので、

年代別にわけてみました。新耐震見てく

ださい。新耐震、81年なので、35年はた

っているわけですけど、新耐震以降であ

っても、やはり半分以上、半分ぐらいは

建てかえられている。そんなような状況

にあるということで、被害を小さくする

ということが重要で、私の今日の2つの

提案ということになります。  

新築するなら、激震地にあっても、損傷

を防げる、つまり、継続使用できて建て

かえをしなくてもいい住宅をつくろうと

いうのが1つ目です。耐震補強しなけれ

ばいけない1981年以前の建物については、

地震の危険度が非常に高いので、そうい

う建物に至っては、人命を損なわない住

宅に耐震改修をしよう、これは今まで言

ってきているとおりです。  

今建っているものは全部基準法並みにレ

ベルをそろえましょう。新しく建てるも

のは、建てかえをしなくてもいい住宅に

しましょうということです。  

これまで、幾つか実験をやっているの

でごらんいただこうかと思います、基準

法でギリギリ建てられている建物です。  

一方、続いて見ていただくのが、耐震等

級3でつくられている建物です。建物は、
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ワイヤーロープがきいて、とまっていま

すが、この振動台では倒壊させてはいけ

ないって言われているので、そんなふう

になっています。なにかあれば、大きな

損傷を受けてしまうということが基準法

ぎりぎりの住宅だと起るということがわ

かります。一方、耐震等級3になると、

我々は、写真を撮るのにクロスのところ

に割れの部分に黒くマジックで線を描い

て、被害が目立っていますけども、そう

いう線を引かなければ、ちょっと遠くに

離れれば大丈夫だということです。  

耐震等級3にしましょうといっても、簡

単なようで、なかなかやってもらえませ

ん。なので、建て直しをしなくてもいい

新築住宅をどうやってつくるか。  

もう設計しないこと。壁の量を2倍にし

て、安全、安心を2倍にしよう。2倍とい

うのが、今日のキーワードになります。  

なぜこんなことを思ったか。ある建物の

平面図です。比較的、面積が広い2階建

ての建物ですが、とある都道府県で、耐

震等級3の建物の勉強会のプランを対象

に耐震等級3ができるかどうか、検討し

ていただけませんかというので送られて

きたものです。私が、この建物を見て、

最初にしたことは、無開口壁どれぐらい

あるのか、無開口壁の量を拾っていきま

した。全体で17.5Ｐ、１Ｐ900ﾄｳですが、

それをＸ、Ｙ両方向にやりました。無開

口壁、全部、耐力壁にしたら、何が起こ

るのか。ほかの構造では、こんなこと言

いません。鉄筋コンクリート造でこんな

ことを言ったら怒られますが、木造だか

ら言います。コストもそんなにかかりま

せん。石こうボードを張るか、メーカー

が出している耐力壁になるようなものを

張るかという話です。耐力壁になるよう

な材料を壁に張る、どのみち壁を仕上げ

しいといけない。ということは、面材張

るということです。その面材を何にする

かの話です。木造建築は、壁の量がどれ

ぐらいあるか、全部耐力壁、耐震壁にし

たら何が起こるかという検討ができます。

ＲＣはなかなか難しい。木造はどのみち

壁を張るのだから、その壁を何にするか、

耐力壁にしてみたら何が起こるかという

ので計算してみました。これだけの壁の

量で、基準法を満足するためには、壁は

1.2倍の壁の倍率です。1.2倍と言うと、

両面に石こうボードを張ると余ります。

両面に石こうボードを張るぐらいの耐力

壁で、もう余ります。等級2だと、さら

に両面に石こうボードを張ったぐらいで

も余ります。等級3だと、中に筋交1本ぐ

らい入れれば足ります、十分に足りる。

それぐらいの量です。標準的なプラン。  

何で、設計をやめるかというと、例えば

こんなプランがあります。こちらの壁が

3Ｐなので、こちらの壁も3Ｐになるよう

に、つり合いよく配置しようと、設計し

ます。基準法を満足しているかどうか検

査したら、何か基準法よりたくさんある、

じゃあ、この壁やめようかとなって、こ
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の壁をやめたりします。それをやめてく

ださいって言っているだけです。そうい

う設計をやめてくださいと言っている。

もう、無開口の壁があったなら、壁にし

ましょうという話です。  

ねじれるのが嫌だという方がいます。  

こちら側、3Ｐあって、こちらが6.5Ｐあ

るので、これ、ねじれるのですが、こっ

ちとこっちの変形、あるいは損傷、どっ

ちが小さいですかと言ったら、こっちで

す。損傷が小さいのはこっち。というこ

とは、もう必要量あれば、少しぐらい短

くたって、どんどん耐力壁にすればいい

じゃないか。どんどん耐力壁にしていい、

もう多少ねじれていい。外周は面材壁を

張ろう、開口の上下にも面材を張ろう。

そうすると、地震に対して余裕のある設

計がいつの間にかできている。でも、設

計するから、みんな耐震性がぎりぎりに

なる。これでかかる費用はどれぐらいか

かるのか、品確法の耐震等級取らないの

で、5万円から10万円ぐらいのコストア

ップです。これでやらない手はないです。

もし耐震等級取ろうって言ったら、申請

費用が15万円、書類作成費、構造計算書

等がついてきて、50万円ぐらい全体でか

かりますが、控除費用で、住宅ローンの

控除が拡大されると固定資産税の軽減が

あるしというので、十分ペイするぐらい

に補助金が出たりします。  

昔の大工は、構造的に強固な加工の基本

を継承しながら、基本を守った設計をし

ていれば構造計算は要らないって言って

います。ここまではっきりは言いません

が、全部、耐力壁にしましょうと言って

ほしいです。しっかりした構造の家とい

うので、壁をバランスよく配置している、

大工の手刻み材で組んでいる、木材その

ものが天然材でいいというような話があ

りますが、これもなかなか怪しいところ

があるかと思います。木造建築物は経験

と勘で建てられているという話をよくし

ますけど、大地震に関して言えば、我々

のほうがいろんな振動台実験やっている。

臨床の現場にいるようなものです。  

いろいろ試して、これだったらうまくい

くのではないか、これだったらどうだと

うというようなことを、実験を通じて、

経験と勘を積み重ねているところです。

幸運なことに、熊本地震のような大きな

被害が出るような地震はそんなにたびた

び起こるようなものではありません。  

なので、大地震が起こる頻度は、人間の

一生から見ると非常に長くて、それを経

験と勘をもって対処するというのは、非

常に難しいことだと、私は考えています。  

例えば雪が降って、軒先が壊れて、つく

り方変えて、新しく建てる建物のつくり

方を変えて、ああ、それでも壊れた、あ

あ、じゃあ壊れないように、こうするか

といろいろやっていくということができ

るかもしれません。でも、大地震は、残

念ながらできない。なので、地震後、住

民の方に、どんな地震でしたかって聞く
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と、いや、怖かったです、こんな地震初

めてですと、みんな言うわけです。大地

震というのは、そういうもので、なかな

か経験と勘には当てはまらない。  

大手ハウスメーカーは、いろんなところ

で建物を建てているので、阪神淡路、東

日本、新潟中越、熊本、地震後にそこで

また建てるという業者さんは、このぐら

いの性能で建てては、被害は出るなとい

うのをわかっているので、標準仕様は等

級3だと言っている業者さんが多いかと

思います。幸運なことなのかもしれませ

んが、地方で経験しているのはごく一部

です。今、熊本に行っていただくとわか

りますが、益城町、新築されている建物

の大半が、等級3だったりします。今は

どんどん、耐震性能の高い建物が建てら

れています。地震のない地域は、経験が

ないから蓄積もされていなくて、地元の

方がこんなものでいいと建てると、なか

なか基準法ぎりぎりのものになってしま

います。結局は、どんな人に頼むかとい

うようなことが重要です。ただ、やみく

もに、壁を全部入れろとは言っていませ

ん。やってほしいことは、2つ。四分割

法という方法が、木造の計算方法ではあ

るのですが、建物の幅、高さで、四分割

をして、この四分割をされた部分で充足

率を見る。つまり、この面積、区画され

た面積の充足率、壁の充足率を見ようと

いう話です。それが四分割法という方法

ですけど、それのときの充足率、つまり

ねじれる側、振られる側の壁の量は、基

準法上の最低壁量は満足しておいてくだ

さい、これが1つ目で、2つ目は、床を強

く作ってください。少しぐらいねじれて

いても、床が強くつくられていれば、ね

じれないようにこちら側、多くある床で

対処ができるということになるからです。

熊本地域で、益城町の中で、今も残って

いる建物です。プランを採取させていた

だいて、確認申請の書類などもいただき

ました。壁量の充足率、これはすごかっ

たですね。3倍ぐらいありました。ほと

んど被害がない建物でした。これも 2倍

ぐらいありました。ちょっとクロスに割

れが入っていますが、これぐらいの被害

で済んでいます。この建物の周りはほと

んど住宅がなくなっていますが、この建

物だけが生き残っています。この建物は、

壁の量を2倍にしています。品確法の等

級3ではなくて、それ以上です。  

よく、こんな話を聞きます。天然の木

材がいいとか、金物を使うと木材が強過

ぎてだめだとか、ハウスメーカーがいい

とか言っていますが、壁の量が耐震性を

決めるということ、当たり前の話です。

ものでは決まりません、これを使ったか

ら、性能が高くなるということはありま

せん。強い壁を使っても、少ない壁であ

れば性能はそんなに強くはならないとい

うことです。うちは強い壁を使っている

から大丈夫という話は成立をしません。

強い壁も少なければ弱いという当たり前
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の話です。壁の量を 2倍にふやすと、い

ろいろいいことがある。構造計画が悪く

ても、余力があるので、大きな被害にな

らない。壁の量1枚にしているから倒れ

たというようなことも起こります。  

筋かいの性能が違うということもありま

すが、そんなことも 2倍にしていれば問

題がない。ここまでまとめると、壁の量

を2倍にしましょう。あとは充足率と剛

床になるようにということです。  

もう1つ、既存住宅、何するか。ちゃん

と補強設計して、基準法の最低限を満足

するようにしましょうというのが、耐震

補強です。新築は考えなくていいけど、

耐震補強は考えてくださいと言っていま

す。大きな違いです。耐震補強はあるも

のに対して足していくので、それをうま

く足し算をしてください。新築はそんな

ことはお構いなく、どんどん壁をふやし

ていいですよと言っています。評点 1.0

にしましょうと言っても、いろんな条件

で違います。プログラムという便利なも

のがあって、壁を足すと評点が勝手に出

てきます。ボタン1個押すと、評点が0.8

です。ここにもう 1個、壁ふやしてみよ

うといってやると、評点が0.9です。 

いつの間にか、 1.0になったので、これ

で補強するという極めて当たり前の話で、

ねじれがあるものはねじれをなくせば、

もっと評点が上がるという話です。耐震

補強するほうは考えてやってくださいと

いうことです。耐震補強したほうが得か、

得じゃないか。耐震補強で 200万かかっ

ているのを直す費用が幾らかかるかとい

う費用対効果です。お金だけで考えて、

得になるか得にならないかというような

のを昔、検討しました。結論だけいうと、

修復費用のほうが、補強費用よりも大き

くなるということ。もちろん、地域によ

って変わります。余り地震が、これから

発生確率高くないところでは、そんなこ

とは起こりません。ただ、静岡のように、

いつ地震が来るかわからないと言われて

いるところは、この後、もう10年住むの

であれば、補強したほうが、金銭的に得

だという答えが出てきます。  

ただ、人命を失うという場合、本来はお

金の問題でも、既存の木造住宅は損得の

問題でもなくて、推進すべき課題です。

補強しているところや、新築で性能の高

い建築物をつくるというのは、そういう

手厚い補助が本来あってもいいのではな

いかと思います。激震地にあっても、倒

壊を、損傷を防げる住宅をつくりましょ

うという点が新築です。耐震補強しまし

ょうと言っているのが既存建物です。  

今、木材が手に入らない時期に来ている

と思います。それで、どんなことをする

かというので、いろんな本で出ているの

で紹介します。「みんなの施設を木でつ

くろう」、「京都府の木で木造建築物を

建てるためのイロハ」、大阪だと、関西

公益木造建築普及促進協議会というのを

発足して検討など、いろんなところで木
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材を使った建築物、どうやってつくれば

というような手引書が出ていますので機

会があれば見てください。  

昔は木を切って、製材をされて建築物に

なるというようなことを待っていてでき

ましたが、今は建築側から全部アプロー

チしないと、なかなか手に入らなくなっ

てきています。そういう現状なので、あ

る意味、木でつくるのは面倒くさいかも

しれませんが、うまく循環をつくってし

まえば、うまく建てられます。  

一番、今、耐震化進んでいる、既存の木

造住宅の耐震化の戸数で多いのは高知県

ではないかと思っています。去年までは、

東京都でした。何かこう、うまくいって

いるところは、仕掛け人みたいな人がい

ます。この高知もそんな仕掛け人がいて、

一生懸命、耐震化を進めていて、やっぱ

り最後は人なのだなというようなことを

思っています。  

木材利用は国の施策なので、使えばなく

なりますけど、今はたくさんある状況で

す。なので、使わなければいけません。

適材適所だと思っていますし、規制緩和

しなくてもまだまだ使えるところはある

し、規制緩和があれば、もっともっと使

えると思っています。規制緩和はどんど

ん起こっています。今に対する補助金も

必要ですけど、将来に向かっての補助金

が重要だと思います。木を使って、知恵

を使うということです。うまくいってい

るところは、必ずキーパーソンがいます。

皆さんのうちの誰かが、そういうキーパ

ーソンになっていただければということ

をお願いして、今日の話を終わりにさせ

ていただきます。  

御清聴、どうもありがとうございました。  
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